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１．指定申請関連文書について

• 現在、設備基準や人員に変更があった場合、その都度指定

事項等変更届の提出が義務付けられている。その都度指定

事項等変更届を提出するのは負担が大きい。年度単位での

提出でよいと考える。

• 介護保険事業、日常生活総合支援事業、老人福祉法に基づ

く老人居宅支援事業、障害者自立支援法に基づく事業など、

多くの介護事業所は複合的に事業を運営しており、それぞ

れの法に基づいて届け出書類の提出が義務付けられている。

書類内容のほとんどが重複して いるので、提出窓口を１本

に絞り、行政内部で共有できるようにする必要がある。

• 書類の記載項目は削減を図り、利用されていない項目は思

い切って削除する必要がある。



２．報酬請求関連文書について

• 処遇改善加算については計画と実績を毎年作成し、行
政に報告する報告内容の簡素化が必要と考える。処遇
改善加算と介護報酬を一体化することも考える。



３．地方ルールの統一について

• 地域の特性を生かす目的で地域の保険者ごとに書類等
の書式の変更が可能になっている。事業所は複数の地
域のサービス提供を行うこともある。事業者は保険者
毎に書類の作成が必要となり、煩雑になるために書式
の統一が必要である。



４．指導・監査関連文書について

• 介護保険法や老人福祉法、障害者自立支援法に基づい

て、それぞれの担当課（介護保険課、高齢福祉課、障

がい者福祉課等）が実地指導や監査に入ることがある

ので一本化が必要と考える。

• 配置換え間もない職員や、主観に基づく指導内容に現

場の職員が振り回されるケースがある。2019年５月

に『介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率

化等の 運用指針』が厚生労働省老健局から通知された

が、浸透が十分に進んでいない地域がある。また担当

職員によっては高圧的な態度で指導に当たるケースも

あり、ルールが守られない場合の相談窓口等を設置す

る必要があると考える。



５．慢性期のリハビリについて

• 全日本病院協会が行った「令和３年度 老人保健事業推進費

等補助金 老人保健健康増進等事業“地域における訪問看

護・リハビリテーションの実態調査研究”」の結果から訪

問看護ステーションが行うリハビリテーションは医学的処

置が少なく、ADLの低下がある場合に多く見られる傾向が

ある。医療機関からの訪問リハビリテーションはリハビリ

中心であるが、リハ指示医と在宅サービスの医師の両方の

診察が必要で複雑になっている。訪問看護からのリハビリ

テーションはリハビリテーション計画や終了時期の見通し

を立てていない割合が高い、計画的なリハビリテーション

が必要なケースに対して、計画的なサービス提供 が行われ

ない恐れがあるという点である。リハビリテーションの質

の維持と制度の簡略化を目的として、リハビリテーション

期間を限ってリハビリテーションの医療保険の提供ができ

る制度を導入することが考えられる。


